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一般財源 4,577 5,6934,243

平成23年度
事業費の主な内訳
(人件費除く)

金　　　額

3,850

4,544

内　　　　　容

受益者負担
(使用料等)

9,561 9,897

その他 0 0

10,115

国庫支出金 0 0

府支出金 0 0

0

0

15,590

財源内訳

H23年度決算 H24年度当初予算

14,358

H22年度決算

0.80

7,867

総事業費(A+B) 14,138

対　　　象
（誰・何を対象に）

事業内容

事業の必要性

コ　　ス　　ト

H23年度決算 H24年度当初予算

概算人件費

直接経費(B)

根拠法令

実施方法

目　　　的
（何のために）

公営住宅法等

■直営

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□委託又は指定管理（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、生活の安定と社会福祉の増進に寄
与し、入居者が快適な共同生活を営むことができるように住宅施設の適正かつ合理的な管理を行う。

事務事業名

事業開始年度 担当部署 資産活用課

市営住宅維持管理事業

昭和29（1954）年度～

事務事業番号　30783

市営住宅入居者及び入居希望者

①入居者管理
　現入居者に対する家賃決定や使用料の徴収等の入居者管理及び公正な空室募集。
　津田元町住宅：管理戸数８戸、入居戸数８戸
　津田北町住宅：管理戸数20戸、入居戸数18戸
②市営住宅施設管理業務委託
　エレベーター保守点検等業務委託
　給水施設維持管理業務委託
　消防設備保守点検業務委託
　浄化槽管理業務（平成23年9月16日公共下水道への切替えのため用途廃止、業務委託終了）

①入居者管理：　 住宅困窮者の生活を支える福祉施策として必要である。
②市営住宅施設管理業務委託：　定期的な法定管理及び安全な住環境を維持するために必要である。

H22年度決算

従事職員数 従事職員数 概算人件費 従事職員数 概算人件費

人件費計(A) 6,491 5,744 5,680

維持管理委託料

諸経費等

8,394 9,910

類似事業
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単位

① 戸

② 戸

③

① 千円

② 千円

③

事務事業番号　30783

28

一次評価結果
・家賃決定以外を民間委託などにできないか
・入居率が１００％以下の状況であり、ほかの公営住宅との集約の可能性などを検討する必要があるのでは

成果目標
（目標とする成果）

特記事項

市営住宅入居戸数

総事業費／管理戸数

28 26

単位当たりコスト
（総事業費/活動指

標）

総事業費／管理戸数

比較参考値
（他自治体での
事業の例など）

　枚方市内にある大阪府営住宅　8,001戸（平成23年3月末時点）

　北河内７市及び府内類似団体の市営住宅管理戸数（平成23年３月末時点）
　　寝屋川市686戸、交野市11戸、守口市764戸、門真市487戸、四條畷市12戸、大東市848戸
　　豊中市2,357戸、吹田市1,159戸、茨木市381戸、八尾市2,042戸、岸和田市825戸

557

513 505 557

513 544

H22年度 H23年度 H24年度(見込み)

事務事業名

事業開始年度 担当部署 資産活用課

市営住宅管理戸数 28 28 28
活動実績

活動指標もしくは成果指標

　住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、快適な共同生活が営めるよう充実した施設管
理を行う。
　空き部屋が出た場合は、入居募集を公募により適正に行うことを原則としたうえで、既存入居者の世帯構
成の変化による住替えも進めていく。（配偶者死亡等による単身入居等のミスマッチ解消）

昭和29（1954）年度～

一次点検における
事業の今後の方向
性及び具体的な今
後の取り組み方策

現状のまま継続
　平成24年度施行の公営住宅法改正に伴い、市営住宅条例等の改正につい
て検討を行う。

二次点検における
事業の今後の方向
性及び具体的な今
後の取り組み方策

現状のまま継続

・施設の管理業務までは業務委託（事業内容②）を行っている状況である。
・公営住宅法の改正に伴う、市営住宅条例等の改正については、現行法制を
維持し、入居者等に影響が生じない検討を行う。

　市営住宅の概要
　　昭和３０年１０月の市町村合併により、旧津田町からの引継により市営住宅を管理する。
　　平成７年３月に津田元町住宅を開設、平成９年１０月に津田北町住宅を開設する。
　　現市営住宅は、集約後の建て替え住宅であり、建築当時のストック計画で、当面の間、現戸数の維持が
確約されている。
　　また、現在の大阪府住生活基本計画においても公営住宅供給目標等に本市市営住宅もカウントされて
おり、住宅セーフティネットとしての役割もはたしている。

市営住宅維持管理事業


